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【年通号数】公開・登録公報2011-010
【出願番号】特願2010-540184(P2010-540184)
【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｆ  13/38     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｆ  13/38    ３２０Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成23年12月22日(2011.12.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ブリッジ回路であって、
　バスと、
　当該ブリッジ回路の外部のプロセッサからメモリインターフェースを介してメモリアド
レスを受け取り、前記メモリアドレスを前記バスに出力するためのメモリインターフェー
スモジュールであって、前記メモリアドレスは前記プロセッサのアドレス空間の複数のア
ドレス領域のうちの１つに対応するものであるメモリインターフェースモジュールと、
　前記バスを介して前記メモリアドレスを受け取り、前記メモリアドレスが前記複数のア
ドレス領域のうちの第１の領域に対応する場合に当該ブリッジ回路の内部のメインメモリ
と通信するためのメモリ制御モジュールと、
　前記バスを介して前記メモリアドレスを受け取り、前記メモリアドレスが前記複数のア
ドレス領域のうちの第２の領域に対応する場合に外部記憶装置と通信するための外部記憶
装置制御モジュールと、
　を備えるブリッジ回路。
【請求項２】
　前記メインメモリを更に備える、請求項１のブリッジ回路。
【請求項３】
　前記メインメモリは、ダイナミックランダムアクセスメモリ （ＤＲＡＭ）、同期ＤＲ
ＡＭ （ＳＤＲＡＭ）、およびダブルデータレートＤＲＡＭ（ＤＤＲ）のうちの少なくと
も１つを含む、請求項２のブリッジ回路。
【請求項４】
　前記バスを介して前記メモリアドレスを受け取り、前記メモリアドレスが前記複数のア
ドレス領域のうちの第３の領域に対応する場合に周辺機器と通信するための周辺機器制御
モジュールを更に備える、請求項１のブリッジ回路。
【請求項５】
　前記外部記憶装置制御モジュールを前記外部記憶装置に仲介接続するための外部記憶装
置インターフェースを更に備える、請求項１のブリッジ回路。
【請求項６】
　前記外部記憶装置インターフェースは、アドバンスド・テクノロジー・アタッチメント
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（ＡＴＡ）インターフェース、シリアルＡＴＡ（ＳＡＴＡ）インターフェース、アドバン
スド・テクノロジー・アタッチメント・パケットインターフェース（ＡＴＡＰＩ）、コン
シューマー・エレクトロニクスＡＴＡ（ＣＥ－ＡＴＡ）インターフェース、パーソナルコ
ンピュータ・メモリカード・インターナショナル・アソシエーション（ＰＣＭＣＩＡ）イ
ンターフェース、およびスモール・コンピュータ・システム・インターフェース（ＳＣＳ
Ｉ）のうちの少なくとも１つを含む、請求項５のブリッジ回路。
【請求項７】
　前記周辺機器制御モジュールを前記周辺機器に仲介接続するための周辺機器インターフ
ェースを更に備える、請求項４のブリッジ回路。
【請求項８】
　前記周辺機器インターフェースは、ユニバーサルシリアルバス（ＵＳＢ）インターフェ
ースを含む、請求項７のブリッジ回路。
【請求項９】
　前記メモリインターフェースは、ダイナミックランダムアクセスメモリ（ＤＲＡＭ）イ
ンターフェースを含む、請求項１のブリッジ回路。
【請求項１０】
　前記外部記憶装置は、磁気記憶装置および光学記憶装置のうちの少なくとも１つを含む
、請求項１のブリッジ回路。
【請求項１１】
　前記外部記憶装置は、前記バスを介して前記メインメモリと通信する、請求項１のブリ
ッジ回路。
【請求項１２】
　前記周辺機器は、前記バスを介して前記メインメモリと通信する、請求項４のブリッジ
回路。
【請求項１３】
　前記プロセッサは、前記メモリインターフェースを介して前記メインメモリおよび前記
外部記憶装置と通信する請求項１のブリッジ回路。
【請求項１４】
　請求項１のブリッジ回路と、前記プロセッサを有する制御モジュールとを備えた家庭用
電子機器（ＣＥ）であって、
　前記制御モジュールは、
　前記メモリインターフェースを介して前記メモリインターフェースモジュールと通信し
、
　前記メモリインターフェースモジュールを介して前記メインメモリおよび前記外部記憶
装置と通信する
　家庭用電子機器。
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